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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体試料の測定を行なう第１・第２の生体試料測定装置を、
備えており、
　前記第１・第２の生体試料測定装置は、それぞれ、
　前記生体試料の測定を行なう測定部と、
　前記測定部に接続された制御部と、
　前記制御部に接続されており、前記測定部における測定結果および設定値を表示する表
示部と、
　前記測定結果および前記設定値を保存する記録部と、
　前記設定値を入力する入力部と、
　前記設定値に関する情報を送受信するデータ送受信部と、
を有し、
　前記第１の生体試料測定装置では、前記制御部が、前記入力部を介して設定変更された
設定値に関する情報を、前記データ送受信部を介して前記第２の生体試料測定装置に伝達
するとともに、
　前記第２の生体試料測定装置では、前記第１の生体試料測定装置から伝達された設定値
に関する情報に基づいて、前記制御部が設定値の変更を行ない、
　前記第１・第２の生体試料測定装置がそれぞれセットされ、前記第１・第２の生体試料
測定装置の充電を行なうとともに、前記第１・第２の生体試料測定装置との間で前記設定
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値に関する情報の送受信を行なう送受信部を有するクレードルを、さらに備えており、
　前記クレードルは、前記送受信部を介して、前記第１の生体試料測定装置から前記第２
の生体試料測定装置に対して、前記設定値に関する情報を送信する、
生体試料測定システム。
【請求項２】
　前記設定値には、前記表示部の輝度が含まれる、
請求項１に記載の生体試料測定システム。
【請求項３】
　前記入力部を操作した際にビープ音を発生させる動作音発生部を、さらに備えており、
　前記設定値には、前記ビープ音の音量が含まれる、
請求項１または２に記載の生体試料測定システム。
【請求項４】
　前記設定値を保存する前記記録部は、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programm
able Read-Only Memory）によって構成されている、
請求項１から３のいずれか１項に記載の生体試料測定システム。
【請求項５】
　前記クレードルは、設定値データを格納するメモリを有する、
請求項１から４のいずれか１項に記載の生体試料測定システム。
【請求項６】
　前記クレードルは、通信状態、充電状態および設定値更新状態を示す表示部を有する、
請求項１から５のいずれか１項に記載の生体試料測定システム。
【請求項７】
　前記クレードルは、通信を開始する送受信ボタンを有する、
請求項１から６のいずれか１項に記載の生体試料測定システム。
【請求項８】
　前記クレードルは、前記生体試料測定装置と直接データの授受を行なうデータコネクタ
部を有する、
請求項１から７のいずれか１項に記載の生体試料測定システム。
【請求項９】
　前記生体試料測定装置は、前記クレードルと直接データの授受を行なうデータコネクタ
部を有する、
請求項１から８のいずれか１項に記載の生体試料測定システム。
【請求項１０】
　前記生体試料測定装置は、機器の識別コードを内部に有する、
請求項１から９のいずれか１項に記載の生体試料測定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、血糖値や乳酸値などの生体試料を測定する生体試料測定装置を含む
生体試料測定システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の生体試料測定装置は、例えば、病院等の医療機関においても広く活用されている
。このような病院では、時刻毎に多くの患者の生体試料を測定する必要があるので、ナー
スセンターに複数個の生体試料測定装置が配置されている。
　看護師はそれぞれが生体試料測定装置を、例えば、病室まで持参し、そこで血糖値の測
定を行う。そして、その後、ナースセンターに戻って、各生体試料測定装置から測定値を
生体試料データ管理装置に送信する（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２００２－２９１３号公報
【発明の概要】
【０００４】
　しかしながら、上記従来の生体試料測定装置では、以下に示すような問題点を有してい
る。
　すなわち、病院内において、例えば、患者の血糖値を測定する場合には、起床後の午前
６時３０分、朝食前の午前８時、朝食後の９時３０分、昼食前の１１時３０分、昼食後の
１３時、夕食前の１７時３０分、夕食後の１９時、就寝前の２０時３０分と少なくとも８
回の測定が必要になる。
【０００５】
　このように、１日に８回も血糖値を測定することになるため、上述した測定時刻のうち
、例えば、起床後に測定する際には、血糖値の測定を行なわない他の患者に対して配慮す
る必要がある。
　具体的には、血糖値を測定するのに用いられる生体試料測定装置は、測定部、測定部に
接続された第１の制御部、第１の制御部に接続された第１の表示部、第１の記録部、第１
の入力部、動作音発生部、動作設定メモリおよび第１のデータ送受信部を備えており、測
定動作を進める度に動作音発生部から、例えば、ビープ音が発せられる。よって、上述し
た被測定者以外の患者がこのビープ音で目を覚ましたり、不快感を感じたりすることがあ
る。
【０００６】
　このため、特に、起床直後の測定時には、動作音発生部からのビープ音の音量を小さく
する等の配慮が必要となる。
　また、その後の朝食前や朝食後の測定時は、患者全員が起床しており、被測定者の周囲
が若干騒がしい状況となっている。このため、上記とは反対に、ビープ音の音量を大きく
して確実に動作確認できるようにすることが求められる。
【０００７】
　さらに、就寝前の測定時には、既に就寝している他の患者を起こさないようにするため
に、動作音発生部から発せられるビープ音の音量を小さくし、かつ第１の表示部の輝度を
低下させることが求められる。
　つまり、従来の生体試料測定装置では、１日の間に生体試料測定装置の設定を何度も変
更して測定を行なう必要がある。しかも、病院等の医療機関においては、複数の生体試料
測定装置が使用されるため、結果として、その設定が極めて煩雑で使い勝手が悪いもので
あった。
【０００８】
　そこで、本発明は、病院等の医療機関において複数の生体試料測定装置を使用する場合
でも、効率よく生体試料測定装置の設定を行うことが可能な生体試料測定システムを提供
することを目的とするものである。
　上記目的を達成するために、本発明は、生体試料の測定を行なう第１・第２の生体試料
測定装置を、備えている。第１・第２の生体試料測定装置は、それぞれ、測定部と、制御
部と、表示部と、記録部と、入力部と、データ送受信部と、を有している。測定部は、生
体試料の測定を行なう。制御部は、測定部に接続されている。表示部は、制御部に接続さ
れており、測定部における測定結果および設定値を表示する。記録部は、測定結果および
設定値を保存する。入力部は、設定値を入力する。データ送受信部は、設定値に関する情
報を送受信する。そして、第１の生体試料測定装置では、制御部が、入力部を介して設定
変更された設定値に関する情報を、データ送受信部を介して第２の生体試料測定装置に伝
達するとともに、第２の生体試料測定装置では、第１の生体試料測定装置から伝達された
設定値に関する情報に基づいて、制御部が設定値の変更を行なう。そして、本生体試料測
定システムは、第１・第２の生体試料測定装置がそれぞれセットされ、第１・第２の生体
試料測定装置の充電を行なうとともに、第１・第２の生体試料測定装置との間で設定値に
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関する情報の送受信を行なう送受信部を有するクレードルを、さらに備えている。クレー
ドルは、送受信部を介して、第１の生体試料測定装置から第２の生体試料測定装置に対し
て、設定値に関する情報を送信する。

                                                                                
                
【０００９】
（発明の効果）
　本発明によれば、１つの第１の生体試料測定装置の設定を第１の設定値に設定すれば、
この設定された第１の設定値が、第２の生体試料測定装置に伝達され、第２の生体試料測
定装置の設定が自動的に第１の設定値に設定される。この結果、複数の生体試料測定装置
の設定を揃えて使用したい場合でも、それぞれの生体試料測定装置を個別に操作・設定す
る必要がなく、測定者の使い勝手を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る生体試料測定装置を含む生体試料測定システムの構成
を示す図。
【図２】図１の生体試料測定システムの電気的ブロック図。
【図３】図１の生体試料測定システムの動作フローチャート。
【図４】図１の生体試料測定システムの動作フローチャート。
【図５】本発明の他の実施形態に係る生体試料測定装置を含む生体試料測定システムの構
成を示す図。
【図６】図５の生体試料測定システムの電気的ブロック図。
【図７】図５の生体試料測定システムの動作フローチャート。
【図８】本発明のさらに他の実施形態に係る生体試料測定装置を含む生体試料測定システ
ムの構成を示す図。
【図９】図８の生体試料測定システムの電気的ブロック図。
【図１０】図８の生体試料測定システムの動作フローチャート。
【図１１】図８の生体試料測定システムの動作フローチャート。
【図１２】図８の生体試料測定装置の電気的ブロック図。
【図１３】図８の生体試料測定装置の動作フローチャート。
【図１４】図８の生体試料測定装置の動作フローチャート。
【図１５】本発明のさらに他の実施形態に係る生体試料測定装置を含む生体試料測定シス
テムの構成を示す図。
【図１６】図１５の生体試料測定装置の電気的ブロック図。
【図１７】図１５の生体試料測定装置の動作フローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態に係る生体試料測定システムついて、図面を参照して詳細に
説明する。
（実施形態１）
　本実施形態の生体試料測定システムは、図１に示すように、病院のナースセンターに設
置された生体試料データ管理装置１と、生体試料データ管理装置１に電気的に接続された
生体試料測定装置２，３，４とを備えている。
【００１２】
　生体試料測定装置２，３，４は、図１および図２に示すように、生体試料データ管理装
置１に接続されている。
　なお、生体試料測定装置２，３，４は、基本的に同じ構成を有しているため、図２では
、生体試料測定装置２の構成を例として挙げて説明する。
　生体試料測定装置２は、血糖値の測定を行なう測定部５と、測定部５に接続された制御
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部６と、制御部６に接続された表示部７、記録部８、入力部９、バッテリ１０、バーコー
ドリーダ１１、動作音発生部１２、動作設定メモリ（記録部）１３、データ送受信部１４
、とを有している。
【００１３】
　測定部５には、生体試料測定装置２に血糖値センサ(図示せず)が装着されたことを検出
する検出部１５が接続されている。
　なお、図２では、記録部８と動作設定メモリ１３とが別々に設けられており、記録部８
には、主に、血糖値などの測定関連データを格納し、動作設定メモリ１３には設定値、判
定値、及び各種パラメータなどのデータを格納している。しかし、記録部８と動作設定メ
モリ１３とは、必ずしも別々に設けられている必要はない。
【００１４】
　つまり、記録部８の中に、動作設定用のデータエリアを確保し、記録部８に動作設定メ
モリ１３を集約した構成であってもよい。
　また、入力部９は、生体試料測定装置２，３，４の外表面に設けられた操作ボタン（例
えば、電源ボタン（起動ボタン）、決定ボタン、メニューボタン、選択・設定するための
十字キーあるいはテンキー（数値キー）などである）に相当する構成であり、設定値の変
更・参照、測定値の参照、モード切替などを行なう。
【００１５】
　ここで、生体試料測定装置２を用いて血糖値を検出する場合には、よく知られているよ
うに、まず、入力部９によって電源ＯＮまたは測定モードに選択され、バーコードリーダ
１１によって看護師のＩＤ、患者のＩＤ、血糖値センサのＩＤが読み取られる。
　この操作を行なうのは、本実施形態の生体試料測定装置２，３，４は、医療機関向けの
測定機器であるためである。具体的には、本実施形態の生体試料測定装置２，３，４は、
複数の患者を対象とし、複数の測定者（看護師等）によって使用されるため、このような
操作は測定データの正確な管理上不可欠なものであって、これにより測定の準備が完了す
る。
【００１６】
　次に、生体試料測定装置２のセンサ装着部（図示せず）に血糖値センサを装填し、対象
の患者の指に穿刺を行なって血液を滲出させ、血糖値センサにその血液を点着すると、測
定部５において血糖値が測定され、表示部７に表示される。また、この測定値と上記ＩＤ
とが関連付けされて記録部８に記録される。
　このとき、センサ装着部に設けられた検出部１５において、上記血糖値センサが正しく
装着されているか否か（例えば、血糖値センサの表裏が逆であるか否か、血糖値センサの
種類が間違っていないかなどの判別）を検出する。また、測定後は、測定した時刻の情報
も一緒に測定値、患者ＩＤ，看護師ＩＤ等と関連付けられて記録部８に記録される。
【００１７】
　このような動作モードは、動作設定メモリ１３に記録された設定値に従って実行される
。本実施形態においては、生体試料測定装置２の設定値は、入力部９からの入力によって
設定・変更が行なわれる。
　そして、このような設定値の設定およびその後の変更が行なえるように、動作設定メモ
リ１３は、不揮発性メモリの一種であるＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programm
able Read-Only Memory）によって構成されている。
【００１８】
　また、図２では、動作設定メモリ１３は、生体試料測定装置２の内部に固定して設けら
れているが、これの代わりに交換可能なメモリ（例えば、ＳＤメモリ等）などを使用する
こともできる。同様に、記録部８についても交換可能なメモリ（例えば、ＳＤメモリ等）
を使用することもできる。
　なお、後段において詳細に説明するが、生体試料測定装置３，４の動作設定メモリ１３
への設定値の入力および変更は、生体試料測定装置２の動作設定メモリ１３に設定された
設定値が生体試料データ管理装置１を介して、生体試料測定装置３，４に伝達され、生体
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試料測定装置３，４の動作設定メモリ１３に書き込まれる。
【００１９】
　これにより、生体試料測定装置２，３，４は、同じ設定値に設定され、動作する。
　さて、生体試料データ管理装置１は、図２に示すように、生体試料測定装置２のデータ
送受信部１４と無線（有線でも可）を介してデータの送受信を行なうデータ送受信部１６
と、データ送受信部１６に接続された制御部１７と、制御部１７に接続された表示部１８
、記録部１９および入力部２０とを有している。
【００２０】
　つまり、データ送受信部１４，１６を介して、生体試料測定装置２の記録部８から生体
試料データ管理装置１に伝達された各ＩＤ情報と関連付けされた血糖測定値が、表示部１
８に表示されるとともに、記録部１９に記録される。
　なお、生体試料データ管理装置１には、図１に示すように、生体試料測定装置３，４も
連結されている。このため、生体試料測定装置３，４によって得られた各ＩＤ情報と関連
付けされた血糖測定値が表示部１８に表示されるとともに、記録部１９に記録される。
　入力部２０は、生体試料測定装置２，３，４と生体試料データ管理装置１との間におい
て、データの送受信などを行なわせる時に操作される。
【００２１】
　＜各生体試料測定装置２，３，４の設定変更＞
　本実施形態の生体試料測定システムに含まれる生体試料測定装置２，３，４は、病院内
において、患者の血糖値の測定を行なう。そして、血糖値の測定は、例えば、多い患者の
場合には、１日８回実施される。
【００２２】
　具体的には、起床後の午前６時３０分、朝食前の午前８時、朝食後の９時３０分、昼食
前の１１時３０分、昼食後の１３時、夕食前の１７時３０分、夕食後の１９時、就寝前の
２０時３０分と少なくとも８回の血糖値測定が必要になる。
　このように、１日に８回も血糖値を測定することになるため、例えば、起床時間直後の
測定時には、被測定者以外の患者に対して配慮する必要がある。
【００２３】
　ここで、本実施形態の生体試料測定システムにおいて、各生体試料測定装置２，３，４
の設定を変更していく際の手順について、図３のフローチャートを用いて以下で説明する
。
　なお、以下の説明では、生体試料測定装置（第１の生体試料測定装置）２の設定変更を
手動で入力し、他の生体試料測定装置（第２の生体試料測定装置）３，４の設定変更を自
動的に行なう例について説明する。
【００２４】
　（起床時間直後）
　すなわち、血糖値を測定する時には、生体試料測定装置２等の測定動作の進行を知らし
めるために、動作音発生部１２からビープ音が発せられる。よって、被測定者以外の患者
がこのビープ音で目を覚ましたり、他の患者が不快感を感じたりすることの無いように、
使用する生体試料測定装置２等の設定を変更する必要がある。
【００２５】
　そこで、本実施形態の生体試料測定装置２，３，４では、起床時間直後の測定時には、
動作音発生部１２から発せられるビープ音の音量が小さくなるように設定を変更する。
　つまり、この起床時間直後の測定前、具体的には、前日の最終測定後にナースステーシ
ョンにおいて、測定者である看護師等が、生体試料測定装置２の入力部９を介して動作設
定メモリ１３に記録された設定を変更することにより、動作音発生部１２からのビープ音
の音量が小さくなるように、生体試料測定装置２の設定を変更する（Ｓ１）。
【００２６】
　次に、設定変更された生体試料測定装置２を、生体試料データ管理装置１と接続する(
Ｓ２)。
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　次に、生体試料測定装置２の入力部９を操作して、変更後の設定値を生体試料データ管
理装置１に送信する（Ｓ３）。
　このとき、生体試料データ管理装置１は、要求待ち状態となっている（Ｓ４）。
【００２７】
　よって、生体試料測定装置２から変更済みの設定値を受信し（Ｓ５）、次に、この設定
値を生体試料データ管理装置１の記録部１９に保存する（Ｓ６）。
　次に、ナースステーションに戻っている生体試料測定装置３，４の電源が入れられる（
Ｓ７）。
　次に、それぞれの生体試料測定装置３，４のパスワードが入力される（Ｓ８）
　次に、生体試料データ管理装置１に対して、設定値の受信要求を送信する（Ｓ９）。
【００２８】
　このとき、生体試料データ管理装置１は、要求待ち状態となっている（Ｓ１０）。
　よって、設定値の受信要求があった場合には、記録部１９に保存されている設定値を読
み出して（Ｓ１１）、それを要求のあった生体試料測定装置３，４に送信する（Ｓ１２）
。
　次に、生体試料測定装置３，４は、生体試料データ管理装置１から生体試料測定装置２
の変更後の設定値を受信し（Ｓ１３）、それを自らの動作設定メモリ１３に保存する（Ｓ
１４）。
【００２９】
　以上のように、生体試料測定装置２，３，４の動作設定を変更する場合には、生体試料
測定装置２の設定値だけを入力部９により変更し、その後は、生体試料データ管理装置１
との通信を経由して上記設定値を受信することで、生体試料測定装置３，４の動作設定を
簡単に変更することができる。この結果、極めて使い勝手の良い生体試料測定システムを
提供することができる。
　そして、以上のように、ビープ音の音量が小さくなるように設定された生体試料測定装
置２，３，４を用いて、起床後の患者の血糖値を測定することで、被測定者以外の患者が
ビープ音で目を覚ましたり、不快感を感じたりすることを防止することができる。
【００３０】
　（朝食後等）
　次に、その後の朝食前や朝食後、昼食前や昼食後、夕食前や夕食後の測定時においては
、患者全員が起床していると想定されるため、被測定者の周囲が若干騒がしい状況となっ
ていることが予想される。よって、この時には、ビープ音の音量が大きくなるように設定
を変更し、確実に動作確認できるようにすることが求められる。
【００３１】
　そこで、本実施形態の生体試料測定システムでは、起床後の血糖値の測定が終わり、そ
の測定値を生体試料データ管理装置１の記録部１９に送信した後、生体試料測定装置２の
入力部９を操作することで、再びビープ音の音量を大きくするように設定を変更する。
　このときの設定変更についても、上記と同様に、図３および図４で示した手順により、
生体試料測定装置３，４に対して、生体試料測定装置２の変更後の設定値が伝達される。
　これにより、音量が大きくなったビープ音によって、測定者は確実に動作確認を行なう
ことができる。
【００３２】
　（就寝前）
　また、就寝前の測定時には、既に就寝している他の患者を起こさないようにするために
動作音発生部１２から発せられるビープ音の音量を小さくし、かつ表示部７の輝度を低下
させる等の配慮が求められる。
　そこで、本実施形態では、夕食後の血糖値の測定が終わり、その測定値を生体試料デー
タ管理装置１の記録部１９に送信した後、生体試料測定装置２の入力部９を操作すること
で、ビープ音の音量を小さくし、かつ表示部７の輝度を低下させるように、設定の変更を
行なう。
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【００３３】
　このときの設定変更についても、上記と同様に、図３および図４で示した手順により、
生体試料測定装置３，４に対して、生体試料測定装置２の変更後の設定値が伝達される。
　これにより、静かなビープ音で、表示部７の輝度を低下させた状態で測定を行なうこと
ができる。この結果、就寝している他の患者を起こしてしまうことを回避することができ
る。
　以上のように、病院内における生体試料の測定を行なうためには、１日の間に、複数の
生体試料測定装置２，３，４の設定を何度も変更する必要が生じる場合がある。
【００３４】
　そこで、本実施形態の生体試料測定システムによれば、実際には、１つの生体試料測定
装置２の変更を行なうだけで他の生体試料測定装置３，４の設定変更を自動的に行なうこ
とができるため、測定者の使い勝手を向上させることができる。
　さらに、上述した説明では、生体情報測定装置２の設定データを他の生体情報測定装置
３，４に送信して変更する例を示したが、これに関しても、必ずしも生体情報測定装置２
の設定データを基準にする必要はない。例えば、生体情報測定装置（端末）３または生体
情報測定装置（端末）４の設定データを基準にしてもよい。
【００３５】
（実施形態２）
　本発明の他の実施形態に係る生体試料測定システムについて、以下で説明する。
　ここで、本実施形態の生体試料測定システムでは、図５に示すように、生体試料データ
管理装置１を介さず、生体試料測定装置２，３，４間において設定値の変更情報を送受信
する点で、上記実施形態１とは異なっている。
　なお、本実施形態において、上記実施形態１と同様の機能を有する構成については、同
じ符号を付し、その説明を省略する。
【００３６】
　すなわち、本実施形態の生体試料測定システムでは、図５に示すように、生体試料デー
タ管理装置１を介すことなく、各生体試料測定装置２，３，４のみで設定変更に関するデ
ータリンクを行なう。
　以下、２つのパターンに分けて説明する。
（i）マスター固定方式
　本実施形態の生体試料測定システムでは、例えば、生体試料測定装置２をマスター端末
に固定した上で、各種設定変更に関する情報を生体試料測定装置２，３，４間において送
受信する方式を採用可能である。
【００３７】
　すなわち、各生体試料測定装置２，３，４は、それぞれ有線または無線の通信機能を有
するデータ送受信部１４を備えている。
　なお、有線方式による通信手段としては、ＵＳＢ、ＬＡＮ、ＲＳ－２３２Ｃなどがある
。また、無線方式による通信手段としては、無線ＬＡＮ、Bluetooth、赤外線通信方式な
どがある。
【００３８】
　この場合には、図６に示すように、マスター側となる生体試料測定装置２とその他の生
体試料測定装置３との間において、互いのデータ送受信部１４を介して設定値の送受信を
行なう。
　具体的には、図７に示すように、まず、マスター側の生体試料測定装置２では、ビープ
音の音量や表示部７の輝度等の設定値を必要に応じて入力（変更）する（Ｓ２１）。
【００３９】
　次に、マスター側の生体試料測定装置２を送信状態にセットする（Ｓ２２）。
　次に、設定値に関する情報をマスター側の生体試料測定装置２から、その他の生体試料
測定装置３，４に対して送信する。
　一方、他の端末（生体試料測定装置３，４）側では、受信状態（要求待ち状態）にセッ
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トされると（Ｓ２４）、マスター側の生体試料測定装置２から設定値に関する情報を受信
する（Ｓ２５）。
【００４０】
　次に、各生体試料測定装置３，４では、各生体試料測定装置３，４内の動作設定メモリ
１３の設定値のデータ等を更新して保存する（Ｓ２６）。
　なお、新たに生体試料測定装置を増設または交換する場合も同様である。
　これにより、マスター側の生体試料測定装置２とその他の生体試料測定装置３，４間に
おいて設定値のデータを共有化することで、マスター側の生体試料測定装置２において手
動で設定するだけで、生体試料測定装置３，４においても生体試料測定装置２と共通の設
定値を設定することができる。
【００４１】
（ii）マスターランダム方式
　本実施形態の生体試料測定システムでは、マスター端末となる生体試料測定装置を固定
することなく、最初に設定値のデータを変更した生体試料測定装置をマスター端末として
使用する方式も採用可能である。
【００４２】
　すなわち、この場合には、同じ時間帯において、最初に設定変更された生体試料測定装
置をマスター機として認識させ、その他の生体試料測定装置をスリーブ側として認識させ
ればよい。
　具体的には、いずれかの生体試料測定装置の１台(例えば、生体試料測定装置３）の設
定データが変更されると、それに伴って、その生体試料測定装置３がマスター端末として
設定データの送信準備に入る。この場合、処理としては、設定データが変更されたことを
受けて、マスター端末であることを示す「マスター端末」フラグをオンし、自身は送信状
態に移行し送信準備に入る。
【００４３】
　次に、他の生体試料測定装置２，４は、マスター側の生体試料測定装置３と通信接続す
ると、そのマスター側の生体試料測定装置３からの受信準備に入る。これにより、マスタ
ー側の生体情報測定装置３からの「送信要求」待ちの状態に移行する。
　次に、マスター側の生体試料測定装置３は、他の生体情報測定装置２，４の受信状態を
確認後（送信要求を送信し、その応答を確認後）、設定データなどを他の生体試料測定装
置２，４に対して送信する。
【００４４】
　次に、他の生体試料測定装置２，４は、マスター側の生体試料測定装置３から設定デー
タなどを受信し、それぞれの生体試料測定装置２，４に搭載された内部の動作設定メモリ
１３に格納して更新する。
　これにより、上記マスター固定方式の場合と同様に、複数の生体試料測定装置２，３，
４を含む生体試料測定システムにおいて、マスター側の生体試料測定装置２において手動
で設定するだけで、生体試料測定装置３，４においても生体試料測定装置２と共通の設定
値を設定することができる。
　また、マスター機と固定しないことで、マスター機となる生体試料測定装置が故障、紛
失した場合でも、臨機応変に対応でき、本生体試料測定システムを構成することができる
。
【００４５】
（実施形態３）
　本発明のさらに他の実施形態に係る生体試料測定システムについて、以下で説明する。
　ここで、本実施形態の生体試料測定システムでは、図８に示すように、生体試料データ
管理装置１の代わりにクレードル３０を介して、生体試料測定装置２，３，４間において
設定値の変更情報を送受信する点で、上記実施形態１とは異なっている。
　なお、本実施形態において、上記実施形態１と同様の機能を有する構成については、同
じ符号を付し、その説明を省略する。
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【００４６】
　すなわち、本実施形態の生体試料測定システムでは、図８に示すように、生体試料測定
装置２，３，４の充電を行なうために設けられているクレードル３０を介して、生体試料
測定装置２，３，４間において設定値の変更情報を共有化する。
　具体的には、本実施形態の生体試料測定システムでは、まず、所定の端末(生体試料測
定装置２）の設定データなどをクレードル３０に送信する。
【００４７】
　このとき、設定データの送信方法については、有線方式、無線方式、クレードル３０に
生体試料測定装置２を装填した時にコネクタを経由して直接送信する方式、という、３つ
の方式を採用することができる。
　また、 クレードル３０が所定の生体試料測定装置２の設定データなどを受信するタイ
ミングとしては、以下の３通りが可能である。
・所定の生体試料測定装置２の操作ボタンを押すことにより起動する方法（なお、この場
合は、生体試料測定装置２をクレードル３０に装填していても、装填していなくてもよい
。）
・生体試料測定装置２をクレードル３０に装填した時点で、自動的にクレードル３０に搭
載されている端末設定データなどを格納するメモリに送る方法
・クレードル３０に「送受信ボタン」を設けて、その「送受信ボタン」を押すことにより
、所定の端末（生体情報測定装置２）の設定データなどをクレードル３０に受信し、その
内部のメモリに格納する方法
【００４８】
　さらに、クレードル３０のメモリ内に格納された設定データをその他の生体試料測定装
置３，４に送る送信タイミングとしては、上述と同様に、
・生体試料測定装置３，４の操作ボタンを押すことにより起動する方法（なお、この場合
は、生体試料測定装置３，４をクレードル３０に装填していても装填していなくてもよい
。）
・生体試料測定装置３，４をクレードル３０に装填した時点で自動的にクレードル３０の
メモリに格納されている設定データなどを生体試料測定装置３，４に送る方法
・クレードル３０に「送受信ボタン」を設けて、その「送受信ボタン」を押すことにより
、クレードル３０のメモリ内の設定データなどを生体試料測定装置３，４へ送信する方法
（なお、上記クレードル３０に設けられた「送受信ボタン」は、「送信ボタン」と「受信
ボタン」とに分離されていてもよい。）
　また、クレードル３０側では、通信接続された端末がどの端末(生体試料測定装置２，
３，４)であるかどうかの確認も各端末の固有の識別コードである「端末ＩＤ」／「端末
番号」などを使って判断すればよい。
【００４９】
　さらに、所定の端末（生体試料測定装置）は、上記実施形態２のように、固定方式、ラ
ンダム方式のいずれを採用してもよい。
　ここで、本実施形態の生体試料測定システムに含まれるクレードル３０は、図９に示す
ように、充電部３１と、クレードル制御部３２と、メモリ３３と、データ送受信部３４と
、表示部３５と、送受信ボタン３６と、を有している。
【００５０】
　充電部３１は、クレードル３０に生体情報測定装置を装填した時に、生体試料測定装置
２，３，４に搭載されたバッテリ１０を充電する。
　クレードル制御部３２は、クレードル３０側の制御を行ない、充電制御・設定データの
送受信・送受信ボタン３６など入力部のスキャン・メモリ３３へのデータ記録・再生、お
よび表示部３５への表示指令などを行なう。
【００５１】
　メモリ３３は、設定データ等を保存する。
　データ送受信部３４は、各生体試料測定装置２，３，４のデータ送受信部１４との間に
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おいて、設定データ等の送受信を行なう。
　表示部３５は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等のディスプレイを有していてもよ
い。また、表示部３５は、充電状態、通信状態、および設定データの有無・更新等を表示
する。また、充電状態、通信状態、設定データの更新状態を、ＬＥＤ(複数）の点灯／点
滅などにより表示する。
　送受信ボタン３６は、各生体試料測定装置２，３，４とクレードル３０との間における
データ通信を起動する際に使用される。
【００５２】
　＜各生体試料測定装置２，３，４の設定変更＞
　本実施形態の生体試料測定システムでは、図１０および図１１に示す手順に従って、生
体試料測定装置２，３，４の設定値を共有化する。
　すなわち、図１０は、クレードル３０の送受信ボタン３６を操作することで起動する方
式において、生体試料測定装置２の設定データをクレードル３０に送信して保存されるま
での流れを示すフローチャートである。
　まず、測定者によって手動で設定変更される生体試料測定装置２では、入力部９を介し
て設定値の入力・変更が行なわれる（Ｓ３１）。
【００５３】
　次に、生体試料測定装置２をクレードル３０との通信接続を行なう（Ｓ３２）。
　この場合、生体試料測定装置２は、必ずしもクレードル３０に装填しておく必要はない
。また、生体試料測定装置２側の起動も、入力部９の起動ボタンを操作して通信接続を起
動する方法でも、設定値入力操作完了時に自動的に送信状態に移行して通信接続を行なう
方法でもよい。
【００５４】
　次に、生体試料測定装置２がクレードル３０と通信接続が可能な状態となり、クレード
ル３０に対して送信状態となる（Ｓ３３）。
　次に、生体試料測定装置２からクレードル３０に対して、変更後の設定値に関するデー
タを送信する（Ｓ３４）。
　一方、クレードル３０側では、送受信ボタン３６（または受信ボタン３６ａ）が操作さ
れるまで待機し、操作されると（Ｓ３５）、生体試料測定装置２と接続される（Ｓ３６）
。
【００５５】
　次に、クレードル３０は、生体試料測定装置２との間において通信接続が可能な状態と
なり、生体試料測定装置２から設定値に関する情報を受信する（Ｓ３８）。
　次に、クレードル３０は、生体試料測定装置２から受信した設定値に関する情報を内部
のメモリ３３へ保存する（Ｓ３９）。
　そして、図１１は、生体試料測定装置２から設定値に関する情報を受信したクレードル
３０から送信された変更後の設定値に関する情報が、他の端末（生体試料測定装置３，４
）において受信、保存されるまでの流れを示すフローチャートである。
【００５６】
　なお、ここでは、生体試料測定装置３，４の電源をＯＮにした際に、設定値に関する情
報の要求を自動的に行なう場合について説明する。
　まず、生体試料測定装置３，４の電源がＯＮされると（Ｓ４１）、パスワードが入力さ
れる（Ｓ４２）。なお、パスワード入力の代わりに、バーコードリーダ１１によってＩＤ
等を読み取ってもよい。
【００５７】
　次に、生体試料測定装置３，４は、クレードル３０に対して、変更後の設定値に関する
情報の受信要求を送信する（Ｓ４３）。
　次に、生体試料測定装置３，４は、クレードル３０との通信接続が可能な状態となり、
クレードル３０から変更後の設定値に関する情報を受信する（Ｓ４４）。
　次に、生体試料測定装置３，４では、受信した設定値に関する情報を、動作設定メモリ



(12) JP 5809151 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

１３に保存する（Ｓ４５）。
【００５８】
　なお、生体試料測定装置３，４の起動ボタンがＯＮされた場合には、Ｓ４３へ移行すれ
ばよい（Ｓ４６）。
　次に、クレードル３０側では、送受信ボタン３６（または、送信ボタン３６ｂ）が押下
されるまで待機し、実際に押下されると（Ｓ４７）、生体試料測定装置３，４からの受信
要求待ちの状態となる（Ｓ４８）。
【００５９】
　次に、生体試料測定装置３，４から受信要求を受信すると、変更後の設定値をメモリ３
３から読み出して（Ｓ４９）、生体試料測定装置３，４に対して送信する（Ｓ５０）。
　本実施形態の生体試料測定システムでは、各生体試料測定装置２，３，４の充電を行な
うクレードル３０を介して、生体試料測定装置２における変更後の設定値に関する情報を
、他の生体試料測定装置３，４間において共有化する。
　これにより、上記と同様に、複数の生体試料測定装置２，３，４を含む生体試料測定シ
ステムにおいて、マスター側の生体試料測定装置２において手動で設定するだけで、他の
生体試料測定装置３，４においても生体試料測定装置２と共通の設定値を設定することが
できる。
【００６０】
（実施形態４）
　本発明のさらに他の実施形態に係る生体試料測定システムについて、以下で説明する。
　ここで、本実施形態の生体試料測定システムでは、図１５に示すように、各生体試料測
定装置２，３，４がセットされるクレードル１３１，１３２，１３３間において設定値の
変更情報を送受信する点で、上記実施形態１とは異なっている。
　なお、本実施形態において、上記実施形態１と同様の機能を有する構成については、同
じ符号を付し、その説明を省略する。
【００６１】
　すなわち、本実施形態の生体試料測定システムでは、クレードル１３１，１３２，１３
３間において通信を行ない、マスター機となるクレードルのメモリに格納されている更新
した設定データなどを他のクレードルに送信し、各クレードルそれぞれに対応した端末（
生体試料測定装置）に設定する。
　なお、上述した実施形態２では、端末(生体試料測定装置）のみで設定データの送受信
を実施していたのに対して、本実施形態では、それぞれの端末（生体試料測定装置２，３
，４）が装填されているクレードル１３１，１３２，１３３間において設定データの送受
信を行なう点で異なっている。
【００６２】
　ここで、各クレードル１３１，１３２，１３３は、有線または無線の通信機能を有する
通信部として、データ送受信部３４Ａ，３４Ｂを備えている。この場合、有線方式には、
ＵＳＢ、ＬＡＮ、ＲＳ－２３２Ｃ等がある。無線方式には、無線ＬＡＮ、ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ、赤外線通信方式等がある。
　本実施形態では、各クレードル１３１，１３２，１３３は、各端末(生体試料測定装置
２，３，４）に対応して設けられている。
【００６３】
　また、本実施形態では、上記実施形態２と同様に、所定のクレードルをマスタークレー
ドルとして固定したシステムであってもよいし、ランダムにマスタークレードルを選択す
るシステムであってもよい。
　また、図１５では、各クレードル１３１，１３２，１３３に、それぞれ生体試料測定装
置２，３，４が装填されている状態を示しているが、必ずしも全部の生体試料測定装置２
，３，４がクレードル１３１，１３２，１３３に装填されている必要は無い。よって、必
要に応じて、各生体試料測定装置２，３，４を対応するクレードル１３１，１３２，１３
３に装填して、設定値を更新することができる。
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【００６４】
　さらに、本実施形態では、生体試料測定装置２，３，４からクレードル１３１，１３２
，１３３に予め設定値を取り込んでいるか、または設定値送信または受信時に、生体試料
測定装置２，３，４をクレードル１３１，１３２，１３３に装填しておく必要がある。
　図１６は、本実施形態の生体試料測定システムに含まれるクレードル１３１，１３２の
構成を示すブロック図である。
【００６５】
　なお、クレードル１３１，１３２（クレードル１３３も同様）とも、ハードウェアの構
成は同一である。
　ただし、本実施形態では、クレードル１３１，１３２，１３３同士の間で設定値の送受
信を行なうため、図１６に示すように、各クレードル１３１，１３２等に設けられたデー
タ送受信部３４Ａと３４Ｂを介して行なう。
【００６６】
　ここで、図１７は、本実施形態の生体試料測定システムによる各生体試料測定装置２，
３，４における設定変更の手順を示すフローチャートである。
　ここでは、本実施形態のクレードル１３１（マスタークレードル）に格納されている端
末(生体試料測定装置２） の設定値をクレードル１３２に送信する場合について説明する
。
【００６７】
　また、ここでは、クレードル１３１の送受信ボタン３６Ａ，３６Ｂによって起動する方
式を採用した場合を示している。
　まず、クレードル１３１側では、生体試料測定装置２の設定値をクレードル１３１のメ
モリ３３Ａに保存する（Ｓ７１）（なお、設定値をメモリ３３Ａに取り込む方法としては
、上記実施形態３のフローチャート（図１０）を参照。）。
【００６８】
　次に、送受信ボタン３６Ａが押下されると（Ｓ７２）、 クレードル１３２に送信要求
を送信する（Ｓ７３）。
　なお、クレードル１３１に生体試料測定装置２が装填されている場合は、クレードル１
３１の送受信ボタン３６Ａを押下する代わりに、生体試料測定装置２の操作ボタンを押下
すればよい。
【００６９】
　次に、クレードル１３１とクレードル１３２との間における通信接続を確認する（Ｓ７
４）。
　ここで、通信接続を確認すると、クレードル１３１からクレードル１３２に対して設定
値に関する情報を送信する（Ｓ７５）。
　一方、クレードル１３２側では、クレードル１３１の「送信要求」があったことを確認
すると（Ｓ７６）、通信接続確立して、受信状態となる（Ｓ７７）。
【００７０】
　次に、クレードル１３２は、クレードル１３１から設定値に関する情報を受信する（Ｓ
７８）。
　次に、クレードル１３２では、受信した設定値に関する情報を内部のメモリ３３Ｂに保
存する（Ｓ７９）。
　次に、クレードル１３２に生体試料測定装置３が装填されているか否かを確認し（Ｓ８
０）、装填されていない場合は終了処理を行う（Ｓ８０）。
【００７１】
　一方、クレードル１３２に生体試料測定装置３が装填されている場合には、生体試料測
定装置３に対してクレードル１３２から設定値に関する情報を送信し、生体試料測定装置
３の動作設定メモリ１３に設定値を保存し（Ｓ８１）、処理を終了する（なお、メモリ３
３Ｂの設定値を生体試料測定装置３に送信する方法としては、上記実施形態３のフローチ
ャート（図１１）を参照）。
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【００７２】
　［他の実施形態］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
　（Ａ）
　上記実施形態では、生体試料測定装置２の設定値を手動で変更し、他の生体試料測定装
置３，４の設定値を自動的に行なう例を挙げて説明した。しかし、本発明はこれに限定さ
れるものではない。
【００７３】
　例えば、最初に設定値を手動で変更された生体試料測定装置を基準として他の生体試料
測定装置の設定値を自動的に変更すればよく、いずれの生体試料測定装置を基準のマスタ
ー機とすることも可能である。
　また、本発明の生体試料測定システムに含まれる生体試料測定装置の台数としては、上
述した３台に限らず、２台以上であれば何台であってもよい。
【００７４】
　（Ｂ）
　上記実施形態では、生体試料測定装置２，３，４において設定変更されるパラメータと
して、ビープ音の音量と表示部７の輝度とを例として挙げて説明した。しかし、本発明は
これに限定されるものではない。
　例えば、上述のビープ音の種類には、測定完了時の音、測定エラーを示す警告音、予め
スケジュールされている測定実施の時刻を示すアラーム音などがあるが、もちろんこれに
限られることは無く、メロディー音でも、音声による通知でもよい。
【００７５】
　また、ビープ音・メロディー音・音声や表示部の輝度の制御に関わる設定データ以外で
は、測定に関する判定値、患者の変更に伴う対象患者の患者ＩＤ(識別)データの変更・登
録あるいは患者ＩＤ入力設定の許否（入力するかしないか）の選択、測定者である担当看
護師の変更に伴う看護師ＩＤデータの変更・登録あるいは看護師ＩＤ入力設定の許否(入
力するかしないか)の選択、及び測定実施スケジュール（共通部分）データの変更等、他
のパラメータの設定値を変更する場合でも、同様に本発明の適用は可能である。
【００７６】
　例えば、院内では、起床後は多くの患者の血糖値測定を一斉(ほぼ同時)に行う必要があ
る。
　つまり、この時間帯は、多くの看護師が多くの血糖測定装置を使用することになる。ま
た、その際には看護師ＩＤや患者ＩＤも同時に管理するために、看護師ＩＤおよび患者Ｉ
Ｄの入力設定は「入力する」に選択され、測定前にそれらのＩＤ情報を同時に取得し、正
確な管理に用いられる。
【００７７】
　しかしながら、それ以降の時間帯においては、多くの血糖測定装置を必ずしも一斉に使
用する時間帯があるわけではないため、血糖測定装置の一部は外来や臨時の患者を測定す
るために用いられることがある。その際には各種ＩＤを入力して管理する必要性はないの
で、設定は「入力しない」に選択することになる。
　このような状況に対応するため、1日のうちに患者ＩＤや看護師ＩＤの入力設定を選択
・変更する必要が出てくる場合があり、そのような場合にも、本発明の生体試料測定装置
を活用することができる。これにより、看護師への負担も軽減して、設定ミスなどの問題
も解消することができるため、信頼性を向上させることができる。
【００７８】
　（Ｃ）
　上記実施形態３では、生体試料測定装置２とクレードル３０との間におけるデータの送
受信を、無線あるいは有線等の通信手段を介して行なう例を挙げて説明した。しかし、本
発明はこれに限定されるものではない。
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　例えば、生体試料測定装置２とクレードル３０との間のデータの送受信を行なう手段と
して、データ送受信部１４，３４の代わりに、図１２に示すように、データコネクタ部１
４ａ，３７を設け、データコネクタ部１４ａ，３７を介して、生体試料測定装置２Ａとク
レードル３０Ａとの間においてデータの送受信を行なう生体試料測定システムであっても
よい。なお、他の生体試料測定装置３Ａ，４Ａについても、生体試料測定装置２Ａと同様
の構成を備えているものとする。また、データコネクタ部１４ａ，３７ａは、本発明のデ
ータ送受信部の一種に含まれるものとする。
【００７９】
　この場合には、クレードル３０Ａに生体試料測定装置２Ａを装填することにより、デー
タコネクタ部１４ａとデータコネクタ部３７とが電気的に接続され、設定データなどのデ
ータの送受信が可能となる。
　また、この構成では、生体試料測定装置２Ａがクレードル３０Ａに装填されたことをデ
ータコネクタ部３７で検知することで、生体試料測定装置２からクレードル３０Ａに対し
て設定データを自動的に送受信することができる。よって、上記実施形態３で説明した「
送受信ボタン３６」は必ずしも必要ではない。
【００８０】
　なお、その他の構成については、上記実施形態３に示す構成と同一である。
　ここで、図１３および図１４は、図１２に示す生体試料測定システムによる各生体試料
測定装置の設定変更の手順を示すフローチャートである。
　なお、ここでは、クレードル３０Ａに生体試料測定装置２Ａを装填することにより、自
動で起動する方式を採用した場合の流れを示している。
【００８１】
　図１３に示すように、生体試料測定装置２Ａでは、まず、入力部９を介して、設定値を
入力・変更される（Ｓ５１）。
　次に、生体試料測定装置２Ａをクレードル３０Ａに装填すると（Ｓ５２）、クレードル
３０Ａのデータコネクタ部３７と生体試料測定装置２Ａのデータコネクタ部１４ａとの接
続が完了する（Ｓ５３）。
【００８２】
　次に、生体試料測定装置２Ａの設定値をクレードル３０Ａへ送信する（Ｓ５４）。
　次に、生体試料測定装置２Ａをクレードル３０Ａから取り外し（Ｓ５５）、処理を終了
する。
　一方、クレードル３０Ａ側では、まず、データコネクタ部３７における接続確認（生体
試料測定装置２Ａが装填されたことの検知）を行なう（Ｓ５６）。
【００８３】
　次に、クレードル３０Ａは、生体試料測定装置２Ａの設定値を受信する（Ｓ５７）。
　次に、クレードル３０Ａは、受信した設定値を内部のメモリ３３に保存する（Ｓ５８）
。
　次に、データコネクタ部３７における切離し確認（生体試料測定装置２Ａがクレードル
３０Ａから取り外されたことの検知）を行ない（Ｓ５９）、処理を終了する。
【００８４】
　さらに、図１４に示すように、端末（生体試料測定装置３Ａ，４Ａ）では、クレードル
３０Ａに装填されると（Ｓ６１）、データコネクタ部１４ａの接続確認を行なう（Ｓ６２
）。
　次に、生体試料測定装置３Ａ，４Ａは、データコネクタ部１４ａ経由で、設定値に関す
る情報を受信する（Ｓ６３）。
【００８５】
　次に、生体試料測定装置３Ａ，４Ａは、受信した設定値に関する情報を、動作設定メモ
リ１３に保存する（Ｓ６４）。
　次に、生体試料測定装置３Ａ，４Ａをクレードル３０Ａから取り外し（Ｓ６５）、処理
が終了する。
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　一方、クレードル３０Ａ側では、データコネクタ部３７において、生体試料測定装置３
Ａ，４Ａとの接続確認を行なう（Ｓ６６）。
【００８６】
　次に、クレードル３０Ａでは、生体試料測定装置２Ａから受信した設定値に関する情報
を、生体試料測定装置３Ａ，４Ａに対して送信する（Ｓ６７）。
　次に、データコネクタ部３７において、生体試料測定装置３Ａ，４Ａがクレードル３０
Ａから取り外されたことを確認すると（Ｓ６８）、処理が終了する。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、１つの生体試料測定装置の設定を第１の設定値に設定することで、第１の設
定値が第２の生体試料測定装置に伝達され、第２の生体試料測定装置も第１の設定値に設
定されるので、複数の生体試料測定装置の設定をそれぞれ個別に操作・設定する必要がな
く、複数の生体試料測定装置の設定を効率よく行うことができるという効果を奏すること
から、例えば、病院内において使用される複数の生体試料測定装置を含む生体試料測定シ
ステムとして活用が期待される。
【符号の説明】
【００８８】
　１　　　生体試料データ管理装置
２，２Ａ　生体試料測定装置（第１の生体試料測定装置）
３，３Ａ，４、４Ａ　生体試料測定装置（第２の生体試料測定装置）
　５　　　測定部
　６　　　制御部
　７　　　表示部
　８　　　記録部（記録部）
　９　　　入力部
１０　　　バッテリ
１１　　　バーコードリーダ
１２　　　動作音発生部
１３　　　動作設定メモリ（記録部）
１４　　　データ送受信部
１４ａ　　データコネクタ部
１５　　　検出部
１６　　　データ送受信部
１７　　　制御部
１８　　　表示部
１９　　　記録部
２０　　　入力部
３０、３０Ａ　クレードル
３１　　　充電部
３２　　　クレードル制御部
３３　　　メモリ
３４　　　データ送受信部
３４Ａ，３４Ｂ　データ送受信部
３５　　　表示部
３６　　　送受信ボタン
３６ａ　　受信ボタン
３６ｂ　　送信ボタン
３７　　　データコネクタ部
１３１，１３２，１３３　クレードル
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